
（
相
続
税
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

相
続
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条
の
二

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条
の
二

同

上

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

省

略

一

同

上

二

期
限
内
申
告
書

第
五
十
条
第
二
項
の
場
合
を
除
き
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及

二

期
限
内
申
告
書

第
五
十
条
第
二
項
の
場
合
を
除
き
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及

び
第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

び
第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読

る
申
告
書
を
い
う
。

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十

九
条
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
い
う
。

三
～
六

省

略

三
～
六

同

上

（
相
続
税
の
納
税
義
務
者
）

（
相
続
税
の
納
税
義
務
者
）

第
一
条
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
、
相
続
税

第
一
条
の
三

同

上

を
納
め
る
義
務
が
あ
る
。

一

相
続
又
は
遺
贈
（
贈
与
を
し
た
者
の
死
亡
に
よ
り
効
力
を
生
ず
る
贈
与
を
含
む

一

同

上

。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
財

産
を
取
得
し
た
時
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
も
の

イ

省

略

イ

同

上

ロ

一
時
居
住
者
で
あ
る
個
人
（
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
被
相
続
人
（
遺
贈

ロ

一
時
居
住
者
で
あ
る
個
人
（
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
被
相
続
人
（
遺
贈

を
し
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
外
国
人
被
相
続
人
又
は
非
居
住
被
相
続

を
し
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
時
居
住
被
相
続
人
又
は
非
居
住
被
相

人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

続
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二

相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
財

二

同

上

産
を
取
得
し
た
時
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
も
の

イ

日
本
国
籍
を
有
す
る
個
人
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

同

上

⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
相
続
の
開
始
前
十
年
以
内
の
い
ず
れ
の
時
に

⑵

当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
相
続
の
開
始
前
十
年
以
内
の
い
ず
れ
の
時
に

お
い
て
も
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
な
い
も
の
（

お
い
て
も
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
な
い
も
の
（

当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
被
相
続
人
が
外
国
人
被
相
続
人
又
は
非
居
住
被

当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
被
相
続
人
が
一
時
居
住
被
相
続
人
又
は
非
居
住

相
続
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

被
相
続
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

ロ

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
個
人
（
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
被
相
続
人
が
外

ロ

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
個
人
（
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
被
相
続
人
が
一



国
人
被
相
続
人
又
は
非
居
住
被
相
続
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

時
居
住
被
相
続
人
又
は
非
居
住
被
相
続
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

三
～
五

省

略

三
～
五

同

上

２

省

略

２

同

上

３

第
一
項
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

３

同

上

と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

省

略

一

同

上

二

外
国
人
被
相
続
人

相
続
開
始
の
時
に
お
い
て
、
在
留
資
格
を
有
し
、
か
つ
、

二

一
時
居
住
被
相
続
人

相
続
開
始
の
時
に
お
い
て
在
留
資
格
を
有
し
、
か
つ
、

こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て
い
た
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
を
い
う
。

こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て
い
た
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
で
あ
つ

て
当
該
相
続
の
開
始
前
十
五
年
以
内
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有

し
て
い
た
期
間
の
合
計
が
十
年
以
下
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

三

省

略

三

同

上

（
贈
与
税
の
納
税
義
務
者
）

（
贈
与
税
の
納
税
義
務
者
）

第
一
条
の
四

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
、
贈
与
税

第
一
条
の
四

同

上

を
納
め
る
義
務
が
あ
る
。

一

贈
与
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
財
産
を
取
得

一

同

上

し
た
時
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
も
の

イ

省

略

イ

同

上

ロ

一
時
居
住
者
で
あ
る
個
人
（
当
該
贈
与
を
し
た
者
が
外
国
人
贈
与
者
又
は
非

ロ

一
時
居
住
者
で
あ
る
個
人
（
当
該
贈
与
を
し
た
者
が
一
時
居
住
贈
与
者
又
は

居
住
贈
与
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

非
居
住
贈
与
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二

贈
与
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
財
産
を
取
得

二

同

上

し
た
時
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
も
の

イ

日
本
国
籍
を
有
す
る
個
人
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

同

上

⑴

省

略

⑴

同

上

⑵

当
該
贈
与
前
十
年
以
内
の
い
ず
れ
の
時
に
お
い
て
も
こ
の
法
律
の
施
行
地

⑵

当
該
贈
与
前
十
年
以
内
の
い
ず
れ
の
時
に
お
い
て
も
こ
の
法
律
の
施
行
地

に
住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
な
い
も
の
（
当
該
贈
与
を
し
た
者
が
外
国
人

に
住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
な
い
も
の
（
当
該
贈
与
を
し
た
者
が
一
時
居

贈
与
者
又
は
非
居
住
贈
与
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

住
贈
与
者
又
は
非
居
住
贈
与
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

ロ

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
個
人
（
当
該
贈
与
を
し
た
者
が
外
国
人
贈
与
者
又
は

ロ

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
個
人
（
当
該
贈
与
を
し
た
者
が
一
時
居
住
贈
与
者
又

非
居
住
贈
与
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

は
非
居
住
贈
与
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

三
・
四

省

略

三
・
四

同

上

２

省

略

２

同

上

３

第
一
項
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

３

同

上

と
こ
ろ
に
よ
る
。



一

省

略

一

同

上

二

外
国
人
贈
与
者

贈
与
の
時
に
お
い
て
、
在
留
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
こ
の
法

二

一
時
居
住
贈
与
者

贈
与
の
時
に
お
い
て
在
留
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
こ
の
法

律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て
い
た
当
該
贈
与
を
し
た
者
を
い
う
。

律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て
い
た
当
該
贈
与
を
し
た
者
で
あ
つ
て
当
該
贈
与
前

十
五
年
以
内
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て
い
た
期
間
の
合
計

が
十
年
以
下
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

三

非
居
住
贈
与
者

贈
与
の
時
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て

三

非
居
住
贈
与
者

贈
与
の
時
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て

い
な
か
つ
た
当
該
贈
与
を
し
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
贈
与
前
十
年
以
内
の
い
ず
れ

い
な
か
つ
た
当
該
贈
与
を
し
た
者
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

か
の
時
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
も
の

イ

当
該
贈
与
前
十
年
以
内
の
い
ず
れ
か
の
時
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に

の
う
ち
そ
の
い
ず
れ
の
時
に
お
い
て
も
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
も
の
又

住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

は
当
該
贈
与
前
十
年
以
内
の
い
ず
れ
の
時
に
お
い
て
も
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住

⑴

こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
く
な
つ
た
日
前
十
五
年
以
内
に
お

所
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
な
い
も
の
を
い
う
。

い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て
い
た
期
間
の
合
計
が
十
年
以
下

で
あ
る
も
の
（
当
該
期
間
引
き
続
き
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
も
の

に
限
る
。
）

⑵

こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
く
な
つ
た
日
前
十
五
年
以
内
に
お

い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て
い
た
期
間
の
合
計
が
十
年
を
超

え
る
も
の
（
当
該
期
間
引
き
続
き
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
も
の
に

限
る
。
）
の
う
ち
同
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
る
も
の

ロ

当
該
贈
与
前
十
年
以
内
の
い
ず
れ
の
時
に
お
い
て
も
こ
の
法
律
の
施
行
地
に

住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
な
い
も
の

（
贈
与
税
の
申
告
書
）

（
贈
与
税
の
申
告
書
）

第
二
十
八
条

省

略

第
二
十
八
条

同

上

２
～
４

省

略

２
～
４

同

上

５

第
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
者
が
短
期
非
居
住
贈
与
者
（
贈
与
の
時

に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
当
該
贈
与
を
し
た
者

で
あ
つ
て
、
当
該
贈
与
前
十
年
以
内
の
い
ず
れ
か
の
時
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行

地
に
住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
も
の
の
う
ち
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を

有
し
な
く
な
つ
た
日
前
十
五
年
以
内
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し

て
い
た
期
間
の
合
計
が
十
年
を
超
え
る
も
の
（
当
該
期
間
引
き
続
き
日
本
国
籍
を
有

し
て
い
な
か
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
、
同
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

を
い
う
。
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
贈
与
に
よ
り
財
産
を
取
得
し

た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

６

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
に
係
る
短
期
非
居
住
贈
与
者
が
こ
の
法
律
の
施



行
地
に
住
所
を
有
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
再
び
こ
の
法

律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
そ
の
年
の

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
非
居
住
贈
与
者
が
こ
の
法
律
の
施
行

地
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
年
の
」
と
す
る
。

７

第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
に
係
る
短
期
非
居
住
贈
与
者
が
こ
の
法
律
の

施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
場
合
に
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
短
期
非
居
住
贈
与
者
を
第
一
条
の
四
第
三
項
第
三
号
に

規
定
す
る
非
居
住
贈
与
者
と
み
な
し
て
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
項
中
「
そ
の
年
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
非

居
住
贈
与
者
が
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経

過
し
た
日
の
属
す
る
年
の
」
と
す
る
。


